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3 一般社団法人 神奈川県剣道連盟 通報制度運用管理規程（案） 
 
（目的） 
 第１条 本規程は、一般社団法人神奈川県剣道連盟（以下「県剣連」という。）の倫理規
程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案（以下「通報事案」という。）に
関する通報もしくは相談の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図
ることを目的とする。 
 
（通報・相談窓口）  
第２条 通報・相談の受付窓口（以下「相談苦情窓口」という。）は、県剣連ホームページ
上に公開する。 
 
（通報者・相談者）  
第３条 相談苦情窓口の利用者は県剣連の会員、その親権者や代理人等のこれに準ずる
者、および県剣連並びに県剣連の加盟団体の役職員、その他関 者とする。  
 
（通報・相談の方法）  
第４条 相談苦情窓口への通報・相談は、原則実名とし、全剣連番号もしくは所属する団
体名、連絡先を記載の上、封書（親展・事務局⻑宛）又は専用電子メールにて行うものと
する。また、使用する電子メールは、通報者において、相談苦情窓口からの返信を受信可
能な状態としておくものとする。 
２ 相談苦情窓口の具体的な利用方法は、県剣連のホームページや広報誌等に掲載し、その
周知を図るものとする。  
 
（不当な通報・相談の禁止）  
第５条 通報・相談は、県剣連の会員等、および県剣連ならびに県剣連の加盟団体の役職
員等における不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うもの
とし、個人的利益のみを図る目的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通報・相談は行っ
てはならない。  
 
（県剣連の対応）  
第６条 相談苦情窓口に通報・相談された全ての事案は、事務局⻑が受け付け、専務理事
に報告する。専務理事は内容を精査の上、関係者と協議し、必要に応じて倫理委員会（倫
理委員会 規則第６条）又は特別対策チーム等を設けて調査のうえ、対応方針を決定する。  
 
２ 通報事案はすべて記録する。また、すべての通報事案を倫理委員会に提出して意見を求
めるものとする。  
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（協力義務）  
第７条 通報事案の対象とされた個人や団体等は、通報事案の対象とされた事実内容の調
査に際して協力を求められた場合には、特別対策チーム等による調査に協力しなければな
らないものとする。  
 
（通報者への報告）  
第８条 専務理事は必要に応じて、相談苦情窓口を通じて通報者に対して、対応方針および
対応結果を報告するものとする。 
 
（通報者への保護）  
第９条 県剣連は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利
益となる取り扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさせ
るものとする。  
２ 県剣連は、通報者に対して不利益となる取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合に
は、県剣連所定の規程等に従って、相当な処分を課すことができるものとする。  
 
（守秘義務）  
第１０条 本規程で定める通報事案に関与した全ての者は、調査対応において必要な場合
を除き、通報者の氏名等個人の特定されうる情報、通報事項および調査内容を他に一切開
示してはならない。  
 
（改廃）  
第１１条 この規程の改廃は、理事会が行う。  
附則 １ この規程は、令和７年１２月１８日から施行する。 
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【全剣連規程との比較表】 
一般社団法人 神奈川県剣道連盟 

通報制度運用管理規程（案） 
公益財団法人 全日本剣道連盟 

通報制度運用管理規程 
（目的） 
 第１条 本規程は、一般社団法人神奈川県
剣道連盟（以下「県剣連」という。）の倫
理規程等の諸規程または法令等に抵触する
可能性のある事案（以下「通報事案」とい
う。）に関する通報もしくは相談の適正な
処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発
見と是正を図ることを目的とする。 
 
（通報・相談窓口）  
第２条 通報・相談の受付窓口（以下「相
談苦情窓口」という。）は、県剣連ホーム
ページ上に公開する。 
 
（通報者・相談者）  
第３条 相談苦情窓口の利用者は県剣連の
会員、その親権者や代理人等のこれに準ず
る者、および県剣連並びに県剣連の加盟団
体の役職員、その他関 者とする。  
 
（通報・相談の方法）  
第４条 相談苦情窓口への通報・相談は、
原則実名とし、全剣連番号もしくは所属す
る団体名、連絡先を記載の上、封書（親
展・事務局⻑宛）又は専用電子メールにて
行うものとする。また、使用する電子メー
ルは、通報者において、相談苦情窓口から
の返信を受信可能な状態としておくものと
する。 
２ 相談苦情窓口の具体的な利用方法は、
県剣連のホームページや広報誌等に掲載
し、その周知を図るものとする。  
 
（不当な通報・相談の禁止）  
第５条 通報・相談は、県剣連の会員等、

（目的） 
 第１条 本規程は、公益財団法人全日本剣
道連盟（以下「全剣連」という。）の倫理
規程等の諸規程または法令等に抵触する可
能性のある事案（以下「通報事案」とい
う。）に関する通報もしくは相談の適正な
処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発
見と是正を図ることを目的とする。 
 
（通報・相談窓口） 
 第２条 通報・相談の受付窓口（以下「相
談苦情窓口」という。）は、全剣連ホーム
ページ上に公開する。  
 
（通報者・相談者）  
第３条 相談苦情窓口の利用者は全剣連の
会員、その親権者や代理人等のこれに準ず
る者、および全剣連並びに全剣連の加盟団
体の役職員、その他関係者とする。  
 
（通報・相談の方法）  
第４条 相談苦情窓口への通報・相談は、
原則実名とし、全剣連番号もしくは所属す
る団体名、連絡先を記載の上、封書又は電
子メール、ＦＡＸにて行うものとする。ま
た、使用する電子メールは、通報者におい
て、相談苦情窓口からの返信を受信可能な
状態としておくものとする。  
 
２ 相談苦情窓口の具体的な利用方法は、
全剣連のホームページや広報誌等に掲載
し、その周知を図るものとする。  
 
（不当な通報・相談の禁止）  
第５条 通報・相談は、全剣連の会員等、



 
幹部会資料（20251106） 

4 
 

および県剣連ならびに県剣連の加盟団体の
役職員等における不正行為等が存在し、ま
たは存在すると合理的に信ずる場合のみに
行うものとし、個人的利益のみを図る目
的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通
報・相談は行ってはならない。  
 
（県剣連の対応）  
第６条 相談苦情窓口に通報・相談された
全ての事案は、事務局⻑が受け付け、専務
理事に報告する。専務理事は内容を精査の
上、関係者と協議し、必要に応じて倫理委
員会（倫理委員会 規則第６条）又は特別
対策チーム等を設けて調査のうえ、対応方
針を決定する。  
 
２ 通報事案はすべて記録する。また、す
べての通報事案を倫理委員会に提出して意
見を求めるものとする。  
 
（協力義務）  
第７条 通報事案の対象とされた個人や団
体等は、通報事案の対象とされた事実内容
の調査に際して協力を求められた場合に
は、特別対策チーム等による調査に協力し
なければならないものとする。  
 
（通報者への報告）  
第８条 専務理事は必要に応じて、相談苦
情窓口を通じて通報者に対して、対応方針
および対応結果を報告するものとする。 
 
（通報者への保護）  
第９条 県剣連は、通報者が通報等をした
ことを理由として、通報者に対するいかな
る不利益となる取り扱いも行わないよう
に、適切な措置を講じ、また関係団体にこ
れを講じさせるものとする。  

および全剣連ならびに全剣連の加盟団体の
役職員等における不正行為等が存在し、ま
たは存在すると合理的に信ずる場合のみに
行うものとし、個人的利益のみを図る目
的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通
報・相談は行ってはならない。 
 
（全剣連の対応）  
第６条 相談苦情窓口に通報・相談された
全ての事案は、総務部門主幹が受け付け、
総務担当理事及び専務理事に報告する。専
務理事は内容を精査の上、関係者と協議
し、必要に応じて諮問予備審査会（綱紀委
員会 規則第８条）又は特別対策チーム等
を設けて調査のうえ、対応方針を決定す
る。  
２ 通報事案はすべて記録する。また、す
べての通報事案を倫理委員会に提出して意
見を求めるものとする。  
 
（協力義務）  
第７条 通報事案の対象とされた個人や団
体等は、通報事案の対象とされた事実内容
の調査に際して協力を求められた場合に
は、特別対策チーム等による調査に協力し
なければならないものとする。  
 
（通報者への報告）  
第８条 専務理事は必要に応じて、相談苦
情窓口を通じて通報者に対して、対応方針
および対応結果を報告するものとする。 
 
（通報者への保護）  
第９条 全剣連は、通報者が通報等をした
ことを理由として、通報者に対するいかな
る不利益となる取り扱いも行わないよう
に、適切な措置を講じ、また関係団体にこ
れを講じさせるものとする。  
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２ 県剣連は、通報者に対して不利益とな
る取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた
場合には、県剣連所定の規程等に従って、
相当な処分を課すことができるものとす
る。  
 
（守秘義務）  
第１０条 本規程で定める通報事案に関与
した全ての者は、調査対応において必要な
場合を除き、通報者の氏名等個人の特定さ
れうる情報、通報事項および調査内容を他
に一切開示してはならない。  
 
（改廃）  
第１１条 この規程の改廃は、理事会が行
う。  
附則 １ この規程は、令和７年１２月１８
日から施行する。 

２ 全剣連は、通報者に対して不利益とな
る取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた
場合には、全剣連所定の規程等に従って、
相当な処分を課すことができるものとす
る。  
 
（守秘義務）  
第１０条 本規程で定める通報事案に関与
した全ての者は、調査対応において必要な
場合を除き、通報者の氏名等個人の特定さ
れうる情報、通報事項および調査内容を他
に一切開示してはならない。  
 
（改廃）  
第１１条 この規程の改廃は、理事会が行
う。  
附則 １ この規程は、令和２年１０月１２
日から施行する。 
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【全剣連お知らせとの比較表】 
一般社団法人 神奈川県剣道連盟 

お知らせ（案） 
公益財団法人 全日本剣道連盟 

お知らせ 
剣道におけるコンプライアンス強化への取組 剣道におけるコンプライアンス強化への取組 
【相談・苦情窓口】 
●剣道や県剣連の業務に関する「相談・苦

情窓口」の受付は、郵送（親展・事務局
⻑宛）、専用メールとさせていただきま
す。 

●電話による受付は誤解が生じる可能性が
あるため受付をご遠慮させていただきま
す。 

●相談・苦情は実名によるものを原則とし
ます。匿名によるご相談は事実確認ができ
ないことがあり、ご遠慮させていただきま
す。 

【相談・苦情窓口】 
●剣道や全剣連の業務に関する「相談・苦

情窓口」の受付は、郵送、ファックス叉
はメールとさせていただきます。 

●電話による受付は誤解が生じる可能性が
あるため受付をご遠慮させていただきま
す。 

●相談・苦情は実名によるものを原則とし
ます。匿名によるご相談は事実確認がで
きないことがあり、ご遠慮させていただ
きます。 

【郵送先】 
〒221-0835 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-17-1 
相鉄・岩崎学園ビル 307 号 
神奈川県剣道連盟相談・苦情窓口 
事務局⻑宛（親展） 

【郵送先】 
〒102-0074 
東京都千代田区九段南 2-3-14 
靖国九段南ビル２F 
全日本剣道連盟相談・苦情窓口宛 

 【ファックス番号】 
０３−３２３４−６００７ 
全日本剣道連盟相談・苦情窓口宛 

【メールアドレス】 
hotline★kanagawa-kenren.com 
上記アドレスの「★」記号を「＠」記号に
置き換えてください。 
神奈川県剣道連盟相談・苦情窓口宛 
この QR コードからメールアドレスを読む
こともできます。ご活用ください。 

 

【メールアドレス】 
kujyosodan★kendo.or.jp 
上記アドレスの「★」記号を「＠」記号に
置き換えてください。 
全日本剣道連盟相談・苦情窓口宛 
この QR コードからメールアドレスを読む
こともできます。ご活用ください。 

 


